
岩沼市（公共施設管理者）との協議内容及び提出書類一覧表

横 番 号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

　　　　　　提 出（添 付） 書 類
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／

1
土木課　　　　　４Ｆ
　（維持係、建設総務係）

道路(側溝)及び水路の接続並びに構造、道路の占用及び帰
属、市有地境の確認、法定外公共物の使用等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／

2
土木課　　　　　４Ｆ
　　　　　（農地整備係）

農道及び農業用水路の接続、構造及び帰属 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／

3
上下水道施設課  ４Ｆ
　　　　（下水道施設係）

下水道施設（雨水幹線含む）の技術基準及び帰属 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／

4
上下水道経営課　４Ｆ
　　　　　（総務企画係）

受益者負担金関係 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／

5
上下水道施設課　４Ｆ
　　　　（上水道施設係）

水道施設の技術基準及び帰属
※自己の居住用住宅を除く ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／

6
あぶくま消防本部岩沼消防署

      　　　　（警防係）
℡0223-22-5172

消防水利施設の技術基準 ○ ○ ○ ○ ○ ／

7
危機管理課　　　５Ｆ
　　　　　（地域消防係）

消防水利施設の利用及び帰属 ○ ○ ○ ○ ○ ／

8
都市計画課　　　４Ｆ
　　　　　（公園緑地係）

公園の帰属（3,000㎡以上の開発） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／

9
総務課　　　　　５Ｆ
　            （総務係）

公益用地(集会所等)の確保、町・字名の変更
（50戸以上又は町・字、行政区界を跨る開発） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／

10
教育委員会　　　５Ｆ
学校教育課（教育総務係）

学校施設用地の確保（500戸以上の開発） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／

11
生活環境課　　　３Ｆ
　　　　　（環境衛生係）

ごみ集積所の技術基準及び帰属（販売を目的とする
開発）、廃棄物処理施設設置に係る開発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／

12
農業委員会　　　３Ｆ
　　　　　（農地調整係）

農地転用許可（主に登記簿地目の田・畑から転用す
る開発）、農業振興地域の確認（調整区域） ○ ○ ○ ○ ○ ／

13
教育委員会　岩沼市民図書館

生涯学習課　（文化財係）
℡0223-25-2302

文化財の保護（遺跡の範囲内又は近隣の開発）
※試掘調査の必要性については要確認
　新たに発見した場合は、生涯学習課に連絡

○ ○ ○ ○ ○ ○ ／

14
まちづくり政策課　５Ｆ
　　　　　（企画経営係）

国土利用計画との調整（調整区域における5,000㎡
以上の開発） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／

15
市民・税務課　　２Ｆ
　　　　　（戸籍住民係）

住居表示の付番及び実施
（20戸以上又は町・字、行政区界を跨る開発） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ／
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（注）※1 白抜き縦番号の課との事前協議は、必ず行って下さい。　※2 横番号22の「その他必要な図書」は、協議課の指示に基づき提出して下さい。
　　　※3 本協議の書類は、ファイル綴じで背表紙や表紙に開発地の所在、開発者名を記載し提出して下さい。
　　　※4 協議課管理施設に限定した図面で提出することもできます。


